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第６回 消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会 概要 

                        事務局：消防庁予防課 

１ 日 時 

  平成 30 年 12 月 4 日（火） 10 時 00 分～12 時 00 分 

２ 場 所 

  日本消防設備安全センター第 1 会議室 

３ 開会 

４ 配付資料 

   資料 6-1-1    消火器点検アプリの本格運用に向けて（案） 

    資料 6-1-2   消火器点検アプリの使用実態調査結果報告書（消防庁委託事業） 

    資料 6-2     点検報告方法・様式の見直しについて（案） 

   資料 6-3    有資格者による点検等について（案） 

参考資料 6-1  部会員名簿 

参考資料 6-2  第 5 回検討会 議事要旨（案） 

参考資料 6-3  消防用設備等に係る点検及び報告の推進等について 

       （平成 11 年 6 月 14 日付け消防予第 145 号）抜粋 

参考資料 6-4  消防用設備等点検報告制度に係る留意事項について 

       （平成 28 年 12 月 20 日付け消防予第 382 号）抜粋 

参考資料 6-5  消防用設備等点検結果報告書関係様式 

参考資料 6-6  自家用発電設備専門技術者 資格更新講習テキスト`2018 抜粋 

参考資料 6-7  建築設備（昇降機を除く。）の定期検査報告における検査及び定期点検における点

検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件の一部を改

正する告示について（概要） 

参考資料    デジタル・ガバメント実行計画 

参考資料    消防機関と都道府県消防設備協会等との連携事業 

 

５ 議 事 

(1) 前回議事要旨の確認等について 

前回議事要旨については、事前に前回出席委員への配布・確認が済んでいることから、読み上

げを省略し、承認された。 

(2) 消防用設備等点検報告率について 

    事務局より、資料 6-1-1 及び資料 6-1-2 に基づき、消火器点検アプリの運用状況及び使用実態調

査の結果に関する説明があり質疑が行われた。 

    【説明概要】 

    ・平成 31 年 10 月 1 日に施行される改正消防法施行令により、飲食店についてはその面積に関

わらず消火器の設置が義務付けられることから、消防庁では消火器の点検報告の促進を目的と

して消火器点検アプリを開発し、平成 30 年 4 月に試行版の運用を開始した。 

    ・来年 10 月のアプリの本格運用を目指し、アプリ改修の基礎資料とするため 10 月 29 日から

11 月 16 日の間、消防職員、点検事業者、飲食店等関係者を対象に使用実態調査を行った。 
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    ・使用実態調査は、対象者が実際に消火器点検アプリをダウンロードし、使用した後にアンケ

ート調査に回答する形式で行った。 

    ・アンケートの回答結果から、アプリ改修に向けての改善提案がなされた。 

 

【主な意見・質疑】  

・アンケート結果の数値だけを見るのではなくて、調査対象者の中に 150 ㎡未満の飲食店の関

係者はどれくらいいるのかなどのディティールを見て今後の進め方を考えて欲しい。 

・地方の小さな飲食店などは年配の人が経営している場合が多い、そういった人にはアプリの

利用は難しいのではないか。 

 ⇒アプリだけでなく、リーフレットなども並行して活用していく予定である。 

・このアプリを使う飲食店関係者は建物の基礎情報も何も知らない素人の場合が殆どだが、従

業員が替わった時に前の人のデータが残っているとは限らないので、紙ベースでの記録も重

要である。 

 

(3) 点検報告方法・様式の見直しについて 

事務局より、資料 6-2 に基づき、点検報告方法・様式の見直しについて（案）の説明があり質疑

が行われた。 

    【点検資格の有無に関する説明の概要】 

・郵送による点検報告については、平成 11 年と平成 28 年に発出された予防課長通知に基づく

限定的な範囲とされており、実態としてはあまり実施されていない状況である。 

・通知により運用範囲が限定されているが、行政手続法上それ以外の結果報告が郵送で提出さ

れても拒否することはできない。 

・一方で、郵送された書類に不備があり、かつ関係者と連絡が取れない場合や送付先の誤りに

より消防で報告書が確認できないなどの場合には、トラブルに発展することが懸念される。 

・上記のことから、トラブルを未然に防止するために郵送に際して留意すべき事項をとりまと

め、広く周知を図る必要がある。 

・消防本部側においても、郵送により報告を受けた際に適切に記録・管理できるように事務処

理要領を作成することが必要である。 

・点検報告様式において求められている防火対象物の関係者以外（点検者、立会者及び防火管

理者）の印鑑は、点検の義務者ではないため、押印及び本人確認を行う必要は無いと考えら

れるため、削除してはどうか。 

・電子申請システムの導入にあたっても、印鑑を求められている者全員の電子証明書が必要と

なるため、その煩雑さからシステムが利用されなくなるおそれがある。 

 

【主な意見・質疑】  

・郵送による届け出も印鑑の省略も賛成である。効率化できるところはするべきである。 

・郵送による届出は現状ではほとんど行われていない。消防の立場からすれば、送付されてき

た書類に不備があった場合などの指導にかえって労力を奪われてしまう。 

 ⇒送られてしまえば受け取らざるを得ない。事前に郵送による届出の方法を適切に周知する

ことで、トラブルを防止する。 
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・防火管理者へ押印を求めることは、点検結果を防火管理者が確認する機会を担保するので、

削除してしまってよいのか疑問である。 

 ⇒あくまで報告書への押印を不要とするだけで、点検への立会を不要とするものではない。 

・アプリを使った点検を考えているくらいなので、Ｅメールで届出を認めてはどうか、先進国

の中で比較すると日本は手続きの電子化がかなり遅れている。 

・東京消防庁は郵送による届出は多い。管理会社から送られてくるケースが多く、慣れてくれ

ば不適の結果に改修計画を添付して送付するなど適切な届け出が行われるようになる。消防

がどう指導していくかが課題ではないか。 

・点検報告が出てこないよりはどんな形でも出てきて、報告率が上がることが重要だと思う。 

・Ｅメール等の申請は受取る側の体制ができていないのが問題なのではないか、そこまでハー

ドルが高いものなのか。 

 ⇒押印がいらないような書類はメールでも受け付けている。 

 ⇒メールを常時確認できるような職員を置くことができない。 

 ⇒確認申請の図面の差し替えレベルならメールで対応している。 

・点検報告制度は世界的には珍しい、点検は当然としても報告まで義務付けているのは日本く

らいだ。報告の意義は何かを再度見直して今後の方策を考えるべきである。 

・まずは郵送での届出を広く認めることから始めたい。書類の不備等については予め広く注意

喚起をすることで対応する。そうすることで、将来的に電子申請を行う際にスムーズに移行

できるのではないか。 

 

(4) 有資格者による点検について 

事務局より、資料 6-3 に基づき、有資格者による点検について（案）の説明があり質疑が行われ

た。 

    【説明の概要】 

・現状、1000 ㎡未満の防火対象物でも無資格者には点検が難しい設備の設置義務の範囲が拡大

している。（例：⑹項用途のスプリンクラー設備等） 

・2014 年に行われた 1000 ㎡未満の防火対象物への調査（12 消防本部、600 対象）では、99.7％

の対象物で有資格者による点検が行われていた。 

・一方で、1000 ㎡未満の防火対象物の関係者自らが点検を行いたいと消防に相談があった場合

に、適当な説明資料がなく、対応に苦慮しているというケースがある。 

・無資格者でも点検できる余地のある設備については、リーフレットやアプリの活用、関係団

体の連携などにより、防火対象物の関係者自らが点検しやすい環境整備を整えてはどうか。 

・一部の点検項目については、電気事業法や建築基準法に基づくものと同様の確認が行われる

ものがあるが、消防設備点検については設備士又は点検資格者が行わなければならないため、

他法令に基づく点検結果を活用することができない。 

・建築基準法では平成 30 年の改正で、建築設備検査員等が実施した自主点検や、他法令に基づ

く点検等の結果を活用できるようになっている。 

・消防用設備等の点検においても、他法令に基づく点検記録により確認することを可能にして

はどうか。 
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【主な・意見質疑】 

・1000 ㎡未満の防火対象物でも、ほとんど有資格者が点検しているという実態があることから

1000 ㎡未満の防火対象物でも有資格者に義務付けるという考え方もある。点検の徹底という

意味でも、範囲を広げることを考えてはどうか。 

・共同住宅に設けられている非常警報器具や誘導灯などは無資格者でも点検できる余地がある

ため、消火器に続き点検アプリを作ることも考えている。 

 

(4）参考資料について 

事務局より、参考資料に基づき、消防機関と都道府県消防設備協会等との連携事業について紹介

された。 

【主な意見】 

・東京では東京消防庁からの委託業務として点検に係る業務を協会が行っており、問合わせ等もコ

ールセンターを設けて対応しているが、委託業務である故に点検業者を紹介してほしいという問

い合わせには対応できない。紹介されたように連携事業という形であればそういったことも可能

なので、非常に良い取り組みだと思う。 

・物件が点検報告されているかどうかは、利用者（入居者）の側からはわからない。利用者にそれ

が分かれば安心安全に係るインセンティヴになるのではないか。 

 

(5）その他 

  第７回検討部会の開催日程は未定 

 

以上 


